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１．贈与税の流れ 
 
はじめに行う作業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贈与税申告書の作成・印刷 
 
 
 
 
 
 
 
その他の帳票作成・印刷 
 

 

  

③「受贈者登録」 

 
 ④「贈与者登録」 

 
 

⑤「贈与税申告書」の作成・印刷 

 
 

⑥「税務代理権限証書」等の作成・印刷 

 
 

①「税理士登録」 

 
 

②贈与税申告書データの「新規追加」 
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２．税理士登録 

 

①「税理士登録」をクリックします。 

 

 

②税理士情報を入力し、「保存終了」をクリックして終了します。 
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３．贈与税申告書データの新規追加 

 

①「データ選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「贈与税」をクリック後、「新規追加」をクリックします。 

 

 

 

 

 

③データ識別名に、贈与税申告書の氏名を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④対応税制指定で、「●●年分贈与税」になっていることを確認します。 

 （相続開始年月日の入力は不要です。メモ欄はご自由にお使いください） 

⑤「登録」をクリックします。 

⑥「終了」をクリックし、トップメニューに戻ります。 

⑦「贈与税」をクリック後、入力対象データを選択します。 

 

 

 

 

 

 



5 
 

４．受贈者登録 

 

①「受贈者登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 住宅非課税：「受ける」を選択している場合、第 1 表の 2 から第 1 表又は第 2 表への転記が可能。 

※農地納税猶予：「受ける」を選択している場合、農地納税猶予税額計算書から第 1 表への転記が可能。 

 

②入力が終わったら「保存終了」をクリックします。 
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５．贈与者登録 

 

①「贈与者登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「新規登録」をクリックします。 

 

 

 

③贈与者の住所・氏名等を入力します。入力が終わったら「保存終了」をクリックします。 

 ※続柄については、「続柄」ボタンより左記の画面を表示し選択して 

ください。直系尊属又は直系尊属以外を選択した場合は、具体的な 

続柄に変更してください。 

 

④「戻る」をクリックして終了します。 
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６．贈与税申告書 

 

①「贈与税申告書」をクリックします。 

 
 

②作成したい表をクリックします。 
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③データを入力します。入力が終了したら「保存終了」ボタンを押して、データを書き込みます。 
 

 
 

 
 
【印刷(マイナンバー等)】各表を呼び出し、「印刷」ボタンを押します。 

印刷を選択した場合プレビューを表示します。 
マイナンバーを印刷する場合は青枠欄にマイナンバーを入力します。 
また、印字位置を調整することも可能です。 
控用印刷をする場合は控用印刷に✔ チェックを付けて下さい。 
プレビュー内の「印刷」ボタンを押して、プリンターを選択し、印刷を実行してください。 
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６-1．贈与税第 1 表 
 

第 1 表 贈与税の申告書を作成します。
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①贈与者を選択します。 

 

②「追加」をクリックして財産を追加します。 

 

③財産の明細を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特例の場合は「書類を提出した年分」及び「税務署名」の入力が可能です。(一般では入力不可) 

 一般の場合は「不動産番号」の入力が可能です。（特例では入力不可） 

 

④「保存終了」をクリックして入力を終了します。 
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取得した財産の明細 
種類 土地、家屋、事業用財産、有価証券、現金・預貯金等、家庭用財産、その他の財産

から選択します。 
細目 細目を選択します。下段入力可。 
利用区分・銘柄等 利用区分・銘柄等を入力します。 
所在場所等 所在場所等を入力します。（登録した住所を参照することもできます） 
持分割合 持分割合を入力します。 
数量 数量を入力します。 
単価 単価を選択します。単位を選択します。（㎡ ㌶ ｱｰﾙ 株 口 点 台 個） 
固定資産税評価額 固定資産税評価額を入力します。 
倍数 倍数を入力します。 
財産の価額 財産の価額を自動計算して表示します。（上書きもできます―上書時項目青枠） 

数量×単価×持分割合分子÷持分割合分母 
又は固定資産評価額×倍数×持分割合分子÷持分割合分母 
※数量×単価優先して計算 

財産を取得した年月日 財産を取得した年月日を入力します。 
書類を提出した年分 過去に特例税率適用を受けるために贈与者との続柄を明らかにする書類を税務署に 

提出している場合には、その提出した年分及び税務署名を入力します。 
※一般は入力なし 

書類を提出した税務署名 

不動産番号 13 桁の不動産番号を入力します。※特例は入力なし 
(1)特例贈与財産の価額の

合計額(課税価格) 
特例贈与財産の価額の合計額を表示します。 

(2)一般贈与財産の価額の

合計額(課税価格) 
一般贈与財産の価額の合計額を表示します。 
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⑤財産の明細入力が終わったら、「編集」をクリックして(3)～(25)等の入力を行い「登録」をクリックして 

データを書き込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)配偶者控除額 

 ※今回の贈与者からの贈与について初めて配偶者

控除の適用を受ける場合は□をクリックして 

チェックをつけます。 

 

※居住用不動産の取得に充てた部分の金額の合計を入力す

ると配偶者控除額を算出します。((2)を上限。2,000 万

円を超える場合には 2,000 万円になります） 

I 暦年課税分 

(4)暦年課税分の課税価格の合計額 (1)＋（(2)－(3)）を計算して表示します。 

(5)基礎控除額 基礎控除額 1,100,000 円を表示します(固定) 

(6)(5)の控除後の課税価格 ※1,000 円未満切捨て (4)－(5)を計算して表示します。 

(7)(6)に対する税額 (6)に対する税額を計算して表示します。 

(8)外国税額の控除額 外国税額の控除額を入力します。 

(9)医療法人持分税額控除額 医療法人持分税額控除額を入力します。 

(10)差引税額 (7)－(8)－(9)を計算して表示します。 

II 相続時精算課税分 

(11)特定贈与者ごとの課税価格の合計額 相続時精算課税分の合計額 

（特定贈与者ごとの第 2 表の(26)の金額の合計額） 

(12)特定贈与者ごとの差引税額の合計額 相続時精算課税分の差引税額の合計額 

（特定贈与者ごとの第 2 表の(37)の金額の合計額） 

III 合計 

(13)課税価格の合計額 (1)＋(2)＋(11)を計算して表示します。 

(14)差引税額の合計額  ※100 円未満切捨て 納付すべき税額(10)＋(12)を計算して表示します。 

(15)農地等納税猶予税額 ※100 円未満切捨て 「農地等の納税猶予税額の計算書」の(8)から転記します。 

(16)株式等納税猶予税額 ※100 円未満切捨て 株式等納税猶予税額を入力します。 

(17)特例株式等納税猶予税額 ※100 円未満切捨て 特例株式等納税猶予税額を入力します。 

(18)医療法人持分納税猶予税額 ※100 円未満切捨て 医療法人持分納税猶予税額を入力します。 

(19)事業用資産納税猶予税額 ※100 円未満切捨て 事業用資産納税猶予税額を入力します。 

(20)申告期限までに納付すべき税額 (14)―(15)―(16)―(17)－(18)－(19)を計算して表示 

します。 
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この申告書が修正申告書である場合 
(21)修正前の差引税額の合計額(納付すべき税額) 

※100 円未満切捨て 

修正前の差引税額の合計額を入力します。 

(22)修正前の納税猶予税額の合計額 

※100 円未満切捨て 

修正前の納税猶予税額の合計額を入力します。 

(23)修正前の申告期限までに納付すべき税額 

※100 円未満切捨て 

修正前の申告期限までに納付すべき税額を入力します。 

(24)差引税額の合計額(納付すべき税額)の増加額 

※100 円未満切捨て 

(14)及び(21)に金額入力がある場合、(14)－(21)を計算

して表示します。 

(25)申告期限までに納付すべき税額の増加額 

※100 円未満切捨て 

(20)及び(23)に金額入力がある場合、(20)－(23)を計算

して表示します。 

この申告が修正申告である場合の異動の内容等 異動の内容等を入力します。 

※オレンジ項目は自動計算ですが、手入力可(上書き時－青枠表示) 
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６-2．贈与税第１表の 2 
 
「第１表の２ 住宅取得等資金の非課税の計算明細書」を作成します。
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①｢編集｣をクリックします。 

 
 
②｢贈与者選択｣をクリックします。 

 
 
③贈与者一覧を表示しますので、当該贈与者の「選択｣をクリックします。 

 
 
※贈与者を新規又は追加登録する場合は、｢新規登録｣ボタンを押して住所・氏名等を入力し、 

｢保存終了｣をクリックします。 

 
 
 贈与者一覧に追加されます。 

 
 
 
④贈与税申告書データを入力します。 
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⑤入力が終わったら｢登録｣をクリックしてデータを保存し、「印刷」または「終了」で終了します。 
 

 



17 
 

 
 
住宅取得等資金の非課税分 
私は、租税特別措置法第 70 条の 2 第 1 項の 

規定による住宅取得等資金の非課税の運用を 

受けます 

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合は、□をクリック 
してチェックマークをつけます。 

贈与者の住所・氏名・住宅取得等資金の金額等 
贈与者の住所 贈与者登録から住所を転記します。 
贈与者のフリガナ 贈与者登録からフリガナを転記します。 
贈与者の氏名 贈与者登録から氏名を転記します。 
続柄 贈与者登録から続柄を転記します。 
贈与者の生年月日 贈与者登録から生年月日を転記します。 
取得した財産の所在場所等 取得した財産の所在場所を入力します。 
住宅取得等資金取得年月日 取得年月日を入力します。 
住宅取得等資金の金額 取得資金の金額を入力します。 
提出年分 過去に特例税率適用を受けるために贈与者との続柄を明らかにする書類を税務署に 

提出している場合には、その提出した年分及び税務署名を入力します。 提出税務署名 
(38)住宅取得等資金の合計額 1 人目の住宅取得等資金の合計額を表示します。 

(39)住宅取得等資金の合計額 2 人目の住宅取得等資金の合計額を表示します。 

※オレンジ項目は自動計算ですが、手入力可(上書き時－青枠表示) 
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非課税限度額の計算 
(40)住宅資金非課税限度額 1,000 万円、500 万円、なし のいずれかを選択します。 

非課税の適用を受ける金額の計算 

(43)(38)のうち非課税の適用を受ける金額 (38)のうち非課税の適用を受ける金額を入力します。 

(44)(39)のうち非課税の適用を受ける金額 (39)のうち非課税の適用を受ける金額を入力します。 

(45)非課税の適用を受ける金額の合計額 (43)＋(44)を計算して表示します。 

※(40)の金額を限度とします。 

課税価格に算入される金額の計算 

(46)(38)のうち課税価格に算入される金額 (38)－(43)を計算して表示します。 

第 1 表、第 2 表どちらに転記するか選択します。 

※受贈者登録の「住宅非課税－受ける」を選択している場合、 

 転記します。 

(47)(39)のうち課税価格に算入される金額 (39)－(44)を計算して表示します。 

第 1 表、第 2 表どちらに転記するか選択します。 

※受贈者登録の「住宅非課税－受ける」を選択している場合、 

 転記します。 

不動産番号等の明細 

不動産の種別 土地又は建物を選択してください。 

所在及び地番又は家屋番号 所在及び地番又は家屋番号を入力してください。 

不動産番号 13 桁の不動産番号を入力してください。 

（注１） 

私は、令和ｘ年分の所得税及び復興特別所得税

の確定申告書を所轄税務署長へ提出しました。 

□にチェックを付ける場合は、□をクリックします。 

※オレンジ項目は自動計算ですが、手入力可(上書き時－青枠表示)  
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６-3．取得した不動産に係る不動産番号等の明細書 
 
「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成します。 

 
①｢編集｣をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②該当の項目を入力が終わったら「登録」をクリックしてデータを保存し、「印刷」または「終了」します。 
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１ 適用を受ける特例 
贈与税の配偶者控除  

 

適用を受ける場合は、□をクリックして

チェックマークをつけます。 

住宅取得等資金の非課税 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 

震災に係る住宅取得等資金の非課税 

相続開始の年に被相続人から贈与によって取得した相続税法第 19

条第 2 項に規定する特定贈与財産の価額について、相続税の課税 

価格に加算しない場合 

２ 取得した不動産に係る不動産番号等 

不動産の種別 土地または建物の□をクリックしてチェックマークをつけます。 

所在及び地番又は家屋番号 所在及び地番又は家屋番号を入力します。 

不動産番号 13 桁の不動産番号を入力してください。 
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６-４．贈与税第 2 表 
 
「第２表 相続時精算課税の計算明細書」を作成します。 
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①第２表の画面表示後、新規作成する場合は贈与者を選択して「追加」、既に作成してあるデータを修正する場合は

「編集」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②取得した財産の明細を入力します。入力が終わったら｢保存終了｣をクリックします。 

 
③｢編集｣をクリックして(26)～「過去の申告状況」までを入力します。入力が終わったら｢印刷｣｢終了｣で 

終了します。 
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④贈与者選択画面に戻ります。 

 各贈与者の右に、(27)課税合計額・(28)基礎控除額を表示します。 

 
 
 ※(27)(28)の金額表示は、贈与者削除や、第 1 表の 2 を編集（第 2 表への転記がある場合）した時には 

  更新されません。贈与者データを開いたときに再計算がかかり、保存終了後に贈与者選択の表示額が変わ 

ります。データ変更があった場合は、贈与者の［編集］ボタンを押してデータ内容の確認・保存を行って 

ください。 

 

 ※贈与者が 2 名以上の場合の注意事項※ 

 ・(27)の金額を手入力する場合は、全贈与者の(27)を手入力して同額にしてください。 

 ・(28)に表示している全贈与者の(28)の合計額が 110 万円にならない場合は、端数調整した金額を手入力 

して 110 万円になるようにしてください。 

  （年の中途において死亡した特定贈与者がいる場合はその限りではありません。） 
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特定贈与者から取得した財産 
種類 財産の種類を選択します。 
細目 細目を選択します。下段は入力可。 
利用区分・銘柄 利用区分・銘柄等を入力します。 
所在場所等 所在場所等を入力します。 
持分割合 持分割合を入力します。 
数量 数量を入力します。単位を選択します。（㎡ ㌶ ｱｰﾙ 株 口 点 台 個） 
単価 単価を入力します。 
固定資産税評価額 固定資産税評価額を入力します。 
倍数 倍数を入力します。 
財産の価額 財産の価額を自動計算して表示します。（上書きもできます―上書時項目青枠） 

数量×単価×持分割合分子÷持分割合分母 
又は固定資産評価額×倍数×持分割合分子÷持分割合分母 
※数量×単価優先して計算 

財産を取得した年月日 財産を取得した年月日を入力します。 
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私は、租税特別措置法第 70 条の 3 第 1 項の規定による相

続時精算課税選択の特例の適用を受けます。 

相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合は、

□をクリックしてチェックマークを入れます。 

(26)財産の価額の合計額(課税価格) 財産の価額の合計額を表示します。 

基礎

控除

額の

計算 

(27)特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額 特定贈与者ごとの(26)の合計額を表示します。 

 

(28)相続時精算課税に係る基礎控除額 110 万円－(26)÷(27)を表示します。 

(29)(28)の控除後の課税価格 (26)－(28)を表示します。 

 

特別

控除

額の

計算 

(30)過去の年分の申告において控除した特別控除

額の合計額 

2,500 万円を限度に過去の申告において控除した

特別控除額の合計額を入力します。 

(31)特別控除額の残額 2,500 万円－(30)を計算して表示します。 

(32)特別控除額 (29)と(31)の金額のうちどちらか低い金額を表示

します。 

(33)翌年以降に繰り越される特別控除額 2,500 万円－(30)－(32)を計算して表示します。 

税額

の 

計算 

(34)(32)の控除後の課税価格 

 ※1,000 円未満切捨て 

(29)－(32)を表示します。 

(35)(34)に対する税額  ※100 円未満切捨て (34)×20%を表示します。 

(36)外国税額の控除額 外国税額の控除額を入力します。 

(37)差引金額 (35)－(36)を表示します。 

上記の特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況 
申告した税務署 申告した税務署名を入力します。 
控除を受けた年分 控除を受けた年分を入力します。 
受贈者の住所および氏名 受贈者の住所および氏名を入力します。 
※オレンジ項目は自動計算ですが、手入力可(上書き時－青枠表示) 
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６-５．相続時精算課税選択届出書 
 
相続時精算課税選択届出書を作成します。 

 
①贈与税第２表のリストより「届出書」を選択します。 

続柄・添付書類等を入力します。入力が終わったら「登録」をクリックし、「印刷」「終了」で終了します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

相続時精算課税選択届出書 
特定贈与者との続柄 「検索」ボタンより選択します。手入力可。 
推定相続人又は孫となった理由 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合は 

その理由と年月日を入力します。 推定相続人又は孫となった年月日 
添付書類 □にチェックを付ける場合は、□をクリックします。 
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６-６．農地等の納税猶予税額計算書 
 
「農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書」を作成します。
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①｢編集｣をクリックします。 

 
②｢贈与者選択｣をクリックします。 

 
③該当する贈与者の｢選択｣をクリックします。 

 
④第１表への転記項目を選択して｢登録｣をクリックします。

 
 
⑤｢追加｣をクリックします。 

 
 
⑥明細を入力して、｢保存終了｣をクリックします。 
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⑦農地等の明細入力が終わったら、｢印刷｣し｢終了｣をクリックして終了します。
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農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書 

贈与者選択 贈与者を選択します。 

贈与者氏名 贈与者氏名を表示します。 

生年月日 贈与者の生年月日を表示します。 

受贈者氏名 受贈者の氏名を表示します。 

第 1 表特例財産分へ転記 

第 1 表一般財産分へ転記 

第 1 表の特例財産へ転記するか一般財産へ転記するかを選択します。 

※受贈者登録の「農地納税猶予－受ける」を選択している場合、 

転記します 

取得年月日 ※第１表転記用 取得年月日を入力します。 

提出年分 過去に特例税率適用を受けるために贈与者との続柄を明らかにする書

類を税務署に提出している場合には、その提出した年分及び税務署名

を入力します。 

提出税務署 

1 納税猶予の適用を受ける農地等の明細 

追加 農地明細を新規追加する場合にクリック。 

編集 農地明細を編集する場合にクリック。 

田・畑・採草牧草地・準農地の別 該当する種別を選択します。 

地上権、永小作権、使用貸借による権

利、賃借権（耕作権)の場合のその別 

該当する権利を選択します。 

所在場所 農地の所在場所を入力します。 

面積 農地の面積を入力します。 

単価 農地の単価を入力します。 

固定資産税評価額 農地の固定資産税評価額を入力します。 

倍数 倍数を入力します。 

価額 価額を表示します。(面積×単価もしくは固定資産税評価額×倍数) 

※面積×単価を優先して計算。 

合計 面積の合計を表示します。 

(A) 価額の合計を表示します。 



31 
 

 
 

2 納税猶予税額の計算 

A 農地等以外の財産として、一般贈与財産又は特例贈与財産のどちらか一方のみを贈与により取得している場合 

(1)農地等以外の財産の課税価格 第１表の(4)－上欄の(A)を表示します。 

(2)基礎控除額 基礎控除額 1,100,000 円を表示します。（固定） 

(3)農地等以外の財産の基礎控除後の課税価格 

※1,000 円未満切捨て 

(1)－(2)を計算して表示します。 

(4)(3)に対する税額 (3)に対する税額を計算して表示します。 

(5)差引税額の合計額 第 1 表の(14)の金額を表示します。 

(6)相続時精算課税分の差引税額の合計額 第 1 表の(12)の金額を表示します。 

(7)農地等以外の財産に対する贈与税額 

※100 円未満切捨て 

(4)＋(6)を計算して表示します。 

(8)納税猶予税額 (5)－(7)を計算して表示します。 

B 農地等以外の財産として、一般贈与財産及び特例贈与財産の両方を贈与により取得している場合 

(9)農地等以外の財産(特例)の価額の合計額 第 1 表の(1)－上欄の(A)又は第 1 表の(1)を計算して表示 

します。 

(10)農地等以外の財産(一般)の価額の合計額 第 1 表の(2)－上欄の(A)又は第 1 表の(2)を計算して表示 

します。 

(11)配偶者控除額 第 1 表の(3)の金額を表示します。 

(12)農地等以外の財産の課税価格の合計額 (9)＋(10)－(11)を計算して表示します。 

(13)基礎控除額 基礎控除額 1,100,000 円を表示します。（固定） 

(14)農地等以外の財産の基礎控除後の課税価格 

※1,000 円未満切捨て 

(12)－(13)を計算して表示します。 

(15)(14)の金額に特例税率を適用した税額 (14)の金額に特例税率を適用した税額を計算して表示します｡ 

(16)農地等以外の財産(特例)に対応する税額 (15)×(9)／(12)を計算して表示します。 

(17)(14)の金額に一般税率を適用した税額 (14)の金額に一般税率を適用した税額を計算して表示します｡ 

(18)農地等以外の財産(一般)に対応する税額 

※円未満切捨て 

(17)×((10)－(11))／(12)を計算して表示します。 

 

(19)差引税額の合計額 第 1 表の(14)の金額を表示します。 

(20)相続時精算課税分の差引税額の合計額 第 1 表の(12)の金額を表示します。 

(21)農地等以外の財産に対する贈与税額 

※100 円未満切捨て 

(16)＋(18)＋(20)を計算して表示します。 

 

(22)納税猶予税額 (19)－(21)を計算して表示します。 
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７．その他 

 

税務代理権限証書等の作成は「その他」で行います。 
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７-1．税務代理権限証書 

 

税務代理権限証書の作成を行います。 

①「税務代理権限証書」をクリックします。 

 

②税理士または税理士法人の「氏名または名称」「事務所名称」「所在地」「所属税理士会等」欄は、相続税トップ 

メニューの「税理士登録」で入力したものを転記します。 

③入力を行います。入力が終わったら「登録」をクリックします。 

 

④「印刷」で印刷プレビューを表示し「印刷」をします。 

⑤「終了」で終わります。

 

「税理士登録」 

から転記 
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税務代理権限証書 

受贈者 受贈者登録から、受贈者の氏名を表示します。 

申告日 受贈者登録の申告日を表示します。 

所轄税務署 受贈者登録の所轄税務署名を表示します。 

税理士または税理士法人 

氏名又は名称 税理士名または税理士法人名を表示します。 

事務所名称 事務所名称を表示します。 

所在地 住所、電話番号を表示します。 

所属税理士会等 所属税理士会等について入力します。 

その他 該当項目にチェックを付けます。 

依頼者 

氏名又は名称 依頼者氏名を表示します。 

住所又は事務所の所在地 依頼者住所、電話番号を表示します。 

1 税務代理の対象に関する事項 

税目 代理申告対象の税目にチェックを付けます。 

年分等 何年分についてか等を入力します。 

2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項 

自由入力欄です。 

3 その他の事項 

自由入力欄です。 

委任状 

必要事項を入力します。 
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７-２．税理士法第 33 条の 2 第 1 項 

税理士法第 33 条の２第 1 項の作成を行います。 

①「贈与税」を選択し、申告区分を入力します。 

 
②入力が終わったら｢登録｣をクリックします。 

 
③他ページへの移動はボタンで行います。 

 
④「印刷」で印刷プレビューを表示「印刷」します。 

 
⑤「終了」で終わります。 
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税理士法第３３条の２第１項・１頁目 

贈与税 贈与税を選択し、申告の区分を入力します。申告年分を表示します。 

（上書可） 

申告日 受贈者登録の提出日を印字します。 

所轄税務署 受贈者登録の所轄税務署を印字します。 

税理士又は税理士法人 

氏名又は名称 税理士登録から税理士名または税理士法人名を表示します。 

事務所の所在地 税理士登録から事務所の住所、電話番号を表示します。 

書面作成に係る税理士 

氏名 税理士登録から税理士名を表示します。 

事務所の所在地 税理士登録から事務所の住所、電話番号を表示します。 

所属税理士会等 税理士登録から所属税理士会等を表示します。 

税務代理権限証書の提出 有・無から選択します。 

依頼者 

氏名又は名称 受贈者登録から依頼者氏名を表示します。 

住所又は事務所の所在地 受贈者登録から依頼者住所、電話番号を表示します。 

1 提示を受けた書類等に関する事項 

書類等の名称 書類等の名称を入力します。 

左記の書類等以外の書類等 以外の書類等を入力します。 

2 自ら作成記入した書類等に関する事項 

書類等の名称 書類等の名称を入力します。 

作成記入の基礎となった書類等 作成記入の基礎となった書類等を入力します。 
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税理士法第３３条の２第１項・２頁目 

依頼者 依頼者名を表示します。 

3 計算し、整理した主な事項 

 

（１） 

区分 区分を入力します。 

事項 事項を入力します。 

備考 備考を入力します。 

（２） （１）のうち個別的・特徴的な事項 （１）のうち個別的・特徴的な事項を入力します。 

備考 備考を入力します。 
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税理士法第３３条の２第１項・３頁目 

依頼者 依頼者名を表示します。 

4 相談に応じた事項 

事項 事項を入力します。 

相談の要旨 相談の要旨を入力します。 

５ 総合所見 

総合所見を入力します。 

６ その他 

その他を入力します。 
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税理士法第３３条の２第１項・４頁目 
依頼者 依頼者名を表示します。 
＊追加記載する事項 
Ａ １～６の中から選択します。（Ａで選択した項目によって B～D の項目名が変わります） 
Ｂ 追記記載する事項を入力します。 
Ｃ 追記記載する事項を入力します。 
Ｄ 追記記載する事項を入力します。 
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７-３．税理士法第 33 条の２第２項 

税理士法第 33 条の２第２項の作成を行います。 

①「贈与税」を選択し申告区分を入力します。 

 
②入力が終わったら｢登録｣をクリックします。 

 
③他ページへの移動はボタンで行います。 

 
④「印刷」で印刷プレビューを表示し「印刷」をします。 

 
⑤「終了」で終わります。 
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税理士法第３３条の２第２項・１頁目 

贈与税 贈与税を選択し、申告の区分を入力します。申告年分を表示します。（上書可） 

申告日 受贈者登録の提出日を印字します。 

所轄税務署 受贈者登録の所轄税務署名を印字します。 

税理士又は税理士法人 

氏名又は名称 税理士登録から税理士名または税理士法人名を表示します。 

事務所の所在地 税理士登録から事務所の住所、電話番号を表示します。 

書面作成に係る税理士 

氏名 税理士登録から税理士名を表示します。 

事務所の所在地 税理士登録から事務所の住所、電話番号を表示します。 

所属税理士会等 税理士登録から所属税理士会等を表示します。 

税務代理権限証書の提出 有・無から選択します。 

依頼者 

氏名又は名称 受贈者登録から依頼者氏名を表示します。 

住所又は事務所の所在地 受贈者登録から依頼者住所、電話番号を表示します。 

1 相談を受けた事項 

事項 事項を入力します。 

相談の要旨 相談の要旨を入力します。 

2 審査に当たって提示を受けた書類等 

書類等の名称 書類等の名称を入力します。 

確認した内容 確認した内容を入力します。 
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税理士法第３３条の２第２項・２頁目 

依頼者 依頼者名を表示します。 

3 審査した主な事項 

 

（１） 

区分 区分を入力します。 

事項 事項を入力します。 

備考 備考を入力します。 

（２） （１）のうち個別的・

特徴的な事項 

（１）のうち個別的・特徴的な事項を入力します。 

備考 備考を入力します。 
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税理士法第３３条の２第２項・３頁目 

依頼者 依頼者名を表示します。 

4 審査結果  

審査結果を入力します。 

5 総合所見 

総合所見を入力します。 

6 その他 

その他を入力します。 
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税理士法第３３条の２第２項・４頁目 
依頼者 依頼者名を表示します。 
＊追加記載する事項 
Ａ １～６の中から選択します。（Ａで選択した項目によって B～D の項目名が変わります） 
Ｂ 追記記載する事項を入力します。 
Ｃ 追記記載する事項を入力します。 
Ｄ 追記記載する事項を入力します。 
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８．お問い合わせ 

 

「WEB 贈与税申告書」の操作に関するご質問は、QuickBiz サポートメールまでお問い合わせください。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■９版 20２５年 2 月 

■株式会社タテムラ 

 

メール 

customer_websouzoku@qbz.jp 

 

WEB 相続税申告書 

https://qbz.jp/souzoku/ 

 

Quick Biz 

WEB 贈与税申告書 

取扱説明書 

mailto:customer_websouzoku@qbz.jp
https://qbz.jp/souzoku/
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